
部分払い

―

　　 監督員の指示による。

有

前　金

芸濃北神山浄水場第３取水流量計取替修繕

令 和 ３ 年 度

水安水施第 2-4号

　 　　修繕仕様は特記以外は三重県公共工事共通仕様書及び

津市上下水道事業局　安芸事業所
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超音波流量計　(φ150) １組

安芸事業所中央監視装置改造 一式

課　　長

設 計 者目 原水及び浄水費

修　繕　　の　　大　　要

工 期 　令和３年１０月１８日限り
担当主幹

担当副主幹

支出科目

款 水道事業費用
担　　当

項 営業費用

次　　長

設 計 額 ￥

検 算 者
（内消費税相当額￥ ）

令和３年度 水安水施第2-4号 修　　繕　　設　　計　　書

施工場所 津市芸濃町北神山及び安濃町粟加地内

上下水道
事業管理者

水道局長

修 繕 名 芸濃北神山浄水場第３取水流量計取替修繕
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令和３年度水安水施第2-4号
芸濃北神山浄水場第３取水流量計取替修繕

縮尺　1:5,000

位　置　図

修繕箇所芸濃北神山

浄水場

縮尺 1：5,000
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令和３年度水安水施第2-4号
芸濃北神山浄水場第３取水流量計取替修繕

位　置　図

安芸事業所

修繕箇所

縮尺 1：5,000

安濃中央総合公園

蛇谷池

Ｎ
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費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数量 単位 単　価 金　額

本修繕費 －

　 機器費 1 式 － １号明細表のとおり

計

(機器費)

－

材料費 1 式 － ２号明細表のとおり

労務費 1 式 － ３号明細表のとおり

直接経費 1 式 －

計

（直接修繕費）

－

共通仮設費 1 式 －

現場管理費 1 式 －

1 式 －

1 式 －

計

（間接修繕費）

計

（据付修繕原価）

計

（修繕原価）

摘　　要

据付間接費
（技術者）

据付間接費
（機器）

直　接
修繕費

間接修繕費
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費　　目 工　　種 種　　別 細　　別 数量 単位 単　価 金　額

一般管理費等 1 式 －

計

（修繕価格）

消費税等相当額 1 式 －

本修繕費計

摘　　要
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種　別 細　別 材　料 形状寸法 数量 単位 単　価 金  額

機器費 1 式 － －

1 組

DC24 1 個

1 個

2 個

1 個

1 式

１　 号　　明　　細　　表

超音波流量計

摘     要

アイソレータ

φ150

計
(機器費)

直流電源

計装用アレスタ

フロートレススイッチ

安芸事業所
中央監視装置改造
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種　別 細　別 材　料 形状寸法 数量 単位 単　価 金  額

材料費 1 式 － －

58.0 ｍ

64.6 ｍ

IV2sq 58.0 ｍ

1 式 －

 HIVE16 3.30 ｍ

1 式 －

1 個

2P

1m 1 個

1 式 －

計
(材料費)

電線管類付属材料

屋外ケーシング

ケーブル

補助材料費

ケーブル

ケーブル・電線類付属
材料

電線

電線管

水中電極

CVV-S
1.25sq-
4C

CVV
1.25sq-
4C

摘     要

２　 号　　明　　細　　表
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種　別 細　別 材　料 形状寸法 数量 単位 単　価 金  額

労務費 1 式 － －

据付工

人

電工 人

小計

試験工

人

小計

電気通信
技術者

摘     要

３　 号　　明　　細　　表

計
(直接労務

費)

電気通信
技術者
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第１章　一般事項

１． 適用範囲

　この仕様書は、津市上下水道事業局 の発注する次の修繕に適用する。

1) 　修繕名 令和３年度水安水施第2-4号　芸濃北神山浄水場第３取水流量計取替修繕

2) 　修繕場所 津市芸濃町北神山及び安濃町粟加地内

２． 仕様書の優先順位

　仕様書の優先順位は次のとおりとする。  なお、本仕様書並びに他の設計図書に記載のない

事項については、監督職員の指示による。

1) 　本仕様書

2) 　その他公的仕様書

３． 関係法令等の遵守

1) 　受注者は、建設工事請負契約書、建設業法、騒音規正法、労働基準法等その他の関係法令並

2) 　修繕中、受注者の不注意またはそれに類する原因により、作業員が負傷した場合、その責任

４． 適用法令

　本修繕は、設計図書に記載されていない事項及び打合せによるものを除いては、次の規格・

規定・基準によるものとする。

1) 　建設業法

2) 　水道法

3) 　消防法

4) 　計量法

5) 　労働基準法

6) 　労働安全衛生法

7) 　建築基準法

8) 　三重県公共工事共通仕様書

9) 　廃棄物処理及び清掃に関する法律　

10) 　電気事業法

11) 　電気用品取締法

12) 　内線規程

13) 　日本電気協会内線規定

びに関係官公署の許可条件を遵守し、修繕の円滑な進捗を図らなければならない。

は受注者が負うものとする。
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14) 　電気規格調査会規格 （ＪＥＣ）

15) 　日本電気工業会標準規格 （ＪＥＭ）

16) 　日本電線工業会標準規格 （ＪＣＳ）

17) 　日本蓄電池工業会規格 （ＳＢＡ）

18) 　日本照明器具工業会規格 （ＪＩＬ）

19) 　電気設備に関する技術基準を定める法令

20) 　日本工業規格 （ＪＩＳ）

21) 　日本水道協会発行水道工事標準仕様書 （ＪＷＷＡ）

22) 　日本下水道事業団発行（電気・機械）設備工事一般仕様書及び標準図

23) 　上記に記載なきものは、公共建築工事標準仕様書 （機械設備工事編） （国土交通省大臣官

房庁営繕部）、公共建築工事標準仕様書 （電気設備工事編） （国土交通省大臣官房庁営繕部） 

による。

24) 　その他関係法令、条例、規格等

５． 承諾図書

　契約後、受注者は速やかに本市監督員との打ち合わせ及び現場確認を行い、機器の製作及び

修繕の施工に必要な図面を作成して、本市監督員の承諾を受けたのちに着手すること。

６． 写真管理

1) 　写真の分類

(1) 　修繕完成写真帳

修繕の主要部を同位置から着手前 ・ 施工中 ・ 完成の３種類を撮影したもの。

(2) 　修繕施工写真

① 　機器製作写真

② 　現場施工写真

③ 　材料検収写真

④ 　品質管理写真

⑤ 　出来形管理写真

(3) 　工場検査写真

(4) 　安全管理写真

2) 　写真の撮影基準

(1) 　提出写真はカラーのサービスサイズとし、不可視になる部分は特に注意して撮影すること。

　又、デジタルカメラ使用の場合は、国土交通省 「デジタル写真管理情報基準（案）」 に

基づいて行うものとする。

(2) 　写真には、下記の項目を記載した小黒板を被写体とともに写し込むこと。

① 　修繕名

② 　発注者名　（　津市上下水道事業管理者　）

③ 　施工部名
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④ 　施工内容　（工種 ・ 機材名、 寸法、 使用機械の能力等）

⑤ 　受注者名

７． 提出書類

　下記の書類を提出するものとする。　書類サイズは Ａ４ とする。

1) 　修繕着手時に提出するもの　（契約日から７日以内）

(1) 　修繕着手届 １部

(2) 　工程表 １部

(3) 　現場代理人及び主任 （監理） 技術者選任届 １部

(4) 　工事カルテ受領書の写し　（必要な場合） １部

(5) 　環境管理に係る配慮事項確認書　（750万円以上） １部

(6) 　「建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律」

　に基づく計画書、実施書等　（500万円以上） １部

2) 　工期内の適時に提出するもの

(1) 　打ち合わせ議事録　（修繕打合簿） ２部

(2) 　施工計画書 １部

(3) 　施工体制台帳の写し　（必要な場合） １部

(4) 　建設業退職金共済制度の掛金収納書（必要な場合） １部

(5) 　部分下請負通知書　（必要な場合） １部

(6) 　承諾図書 ３部

(7) 　段階確認書　（随時） １部

(8) 　機材確認調書　（材料確認調書） １部

(9) 　使用材料調書 １部

(10) 　修繕履行状況報告書（毎月末）（必要な場合） １部

(11) 　諸官庁届出書 必要部数

(12) 　修繕検査要求書　（必要な場合） ２部

(13) 　社内検査成績表 ２部

(14) 　安全教育・研修・訓練報告書 ２部

(15) 　危険予知活動記録書 ２部

(16) 　その他必要な書類

3) 　竣工時に提出するもの

(1) 　完成報告書 ２部

(2) 　施工監理記録 １部

(3) 　修繕写真帳　（電子媒体共） １部

(4) 　修繕完成写真帳 ２部

(5) 　完成図書　（電子媒体共） ３部

(6) 　その他必要な書類
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８． 軽微な変更

　軽微な変更については、本市の監督員の指示によるものとする。

　本仕様書及び図面に記載してないものでも、設備の機能、保安及び法規上必要なものはすべ

て受注者の負担で完備するものとする。

９． 機器等の保管

　修繕完了までの機器等の保管・保護は受注者の責任とする。

　なお、保管場所については、本市の監督員の指示によること。

10． 既設工作物の損傷

　修繕において、既設の建築物・その他に損傷を与えた場合は、受注者の負担において速やか

に原形に復旧すること。

11． 環境配慮

　津市は環境負荷の低減に努力しているので、修繕の施工にあたっては、この取り組みに従い

環境に悪影響を与えることのないよう配慮すること。

12． 排出ガス対策型建設機械の使用

　本修繕において、仕様書に明示する建設機械は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき

国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。

　なお、排出ガス対策型機械に代えて国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建

設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

　排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（三重県公共工事共通使用書 1-1-5

施工計画書 (4) 指定機械 ） の中で、(1) 機種、(2) メーカー名、(3) 型式、(4) 台数等を記

載するものとする。

13． 現場の管理

　受注者は現地修繕開始とともに現場代理人及び主任技術者（監理技術者が必要な場合は監理

技術者）を現地に常駐させ、修繕の進捗と安全管理、火災、盗難、その他の事故防止に十分な

注意を払い、労働災害の防止に努めるものとする。

　月に延べ４時間以上の安全講習を実施すること。又、常に整理・清掃を実施し、修繕完了に

際しては、修繕場所の清掃を実施するものとする。

14． 衛生管理

　修繕箇所の衛生管理には十分に注意すること。また、油脂や薬剤等飲料水に不適なものは取
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扱に注意すること。　なお、池内及びその上部では油脂類は使用しないこと。周囲で使用する

場合は内部に流入しないように十分注意すること。

15． 交通誘導警備員の配置

　受注者は、修繕期間中の安全管理のために必要に応じて交通誘導警備員を配置させ、安全対

策について万全を期すること。

16． 設計変更

　設計変更を行う際には、津市設計変更ガイドライン(平成31年3月）(一部改正：令和2年4月)

を参考とする。

　（津市ＨＰ「仕事・産業－入札・契約－工事・建設コンサルタント関係－調達契約課からの

お知らせ（工事・コンサル）」を参照）

17. 竣工

1) 　保証

　保証期間は完成検査合格後２年間とし、その間における受注者の責任に帰する不良箇所が発

生した場合は、早急に無償で手直しし、または、新品に取り替えるものとする。

　　　保証書は完成図書に綴じ込むものとする。

2) 　予備品

　施設等の維持に必要な予備品がある場合は必要量つけること。

18. 疑　義

1) 　本仕様及び添付図面等の内容について不明な点がある場合は、本市監督員の説明を受けるこ

と。

2) 　その他の疑義についても、すべて本市監督員の指示によるものとする。
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１．修繕の概要

修繕内容

(1) 超音波流量計の設置

(2) 安芸事業所中央監視装置改造

２．機器仕様

(1) 超音波流量計

測定管仕様 ライニング鋼管

口　　径 150ｍｍ

測定流体 井戸水

測定範囲 0～200ｍ3/ｈ

出力信号 DC4～20mA

計測制度 ±2.0%以内

保護構造 IP67

電　　源 DC24V

付 属 品 屋外用専用ケーブル　10m

(2) 安芸事業所中央監視装置改造

　第３原水取水量計ピットに水中電極(2P)を設置、計装室の計装盤で警報及び安芸事務所に

　 於いて「ピット内浸水」が監視(警報)できるよう中央監視装置の改造を行う。

３.機器の試験・試運転調整

第２章　特記仕様書

　本修繕で設置する超音波流量計変換器の調整状況の確認を行うとともに、その結果を書面にて
提出するものとする。

  本修繕は、芸濃北神山浄水場内の第３取水流量計（電磁流量計）老朽化のため新たに超音波流
量計を設置するものである。また、流量計ピット内に浸水対策として電極を設置し、「ピット浸
水」警報を安芸事業所に於いて監視できるよう中央監視装置の改造を行うものである。

15



N
o
.1

共
通

    

施
工

計
画

   

施
工

体
制

台
帳

 

工
事

測
量

  

施
工

 □ □

工
程

 

関
係
機
関
協
議

  □    

官
公
庁
へ
の
手
続
き
等

 

　 工 程
施
工
前
、
ゴ
ミ
置
場
等
施
工
上
移
設
が
生
じ
る
場
合
は
、
所
有
者
、
関
係
自
治
会
等
調
整
し
移
設
場
所
を
確
定
し
、
回
覧
等
に
よ
り
周
知
徹
底
を
行
う
も
の
と
す
る
。
他
の
物
件
で
移
設
が
生
じ
る
場
合
も
、
同
様
の
扱
い
と
す
る
。

施
工
箇
所
付
近
に
占
用
物
件
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
工
事
施
工
に
先
立
っ
て
地
下
埋
設
（
上
空
占
用
を
含
む
）
の
詳
細
情
報
を
関
係
機
関
か
ら
調
査
収
集
し
、
受
注
者
よ
り
各
管
理
者
と
現
地
立
会
を
行

う
な
ど
、
施
工
に
際
し
十
分
に
協
議
確
認
を
行
う
も
の
と
す
る
。

地
下
埋
設
物
及
び
上
空
占
用
物
を
誤
っ
て
切
断
し
た
場
合
の
緊
急
時
の
対
策
と
し
て
、
必
ず
監
督
員
ま
で
詳
細
を
報
告
し
、
速
や
か
に
関
係
機
関
へ
連
絡
を
取
る
と
と
も
に
周
辺
住
民
に
対
し
て
も
適
切
な
処

置
を
行
う
も
の
と
す
る
。

交
通
障
害
に
伴
う
道
路
使
用
許
可
の
手
続
き
、
消
防
へ
の
工
事
届
け
等
を
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。
な
お
、
道
路
使
用
許
可
申
請
に
か
か
る
手
数
料
は
、
受
注
者
の
負
担
と
す
る
。

受
注
者
は
、
工
事
着
手
前
は
も
と
よ
り
、
工
事
期
間
中
を
通
じ
て
、
必
要
の
都
度
、
工
事
内
容
を
地
元
住
民
及
び
通
行
人
等
関
係
者
に
周
知
し
、
工
事
へ
の
協
力
を
求
め
る
た
め
の
文
書
を
配
布
す
る
な
ど
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

地
下
埋
設
物
の
対
応
に
つ
い
て
、
各
管
理
者
と
監
督
員
の
立
会
の
も
と
、
試
掘
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

受
注

者
は

工
事

を
施

工
す

る
た

め
に

下
請

負
契

約
を

締
結

し
た

場
合

に
は

、
下

請
金

額
に

か
か

わ
ら

ず
施

工
体

制
台

帳
を

作
成

し
、

工
事

現
場

に
備

え
る

と
と

も
に

、
そ

の
写

し
を

監
督

員
に

提
出

す
る

こ
と

。

共 通

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区

分
中

区
分

小
区

分
（

条
件

及
び

内
容

）

契
約

書
、

設
計

書
及

び
仕

様
書

に
明

示
さ

れ
て

い
な

い
事

項
で

あ
っ

て
も

、
機

能
上

及
び

施
工

上
当

然
必

要
と

認
め

ら
れ

る
も

の
、

並
び

に
取

合
い

の
は

つ
り

・
補

修
・

復
旧

は
、

受
注

者
の

負
担

で
処

理
す

る
も

の
と

す
る

。

品
質

及
び

出
来

形
の

基
準

値
・

規
格

値
に

つ
い

て
、

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

で
定

め
の

な
い

工
種

は
、

監
督

員
と

の
協

議
に

よ
る

。

工
事

区
間

内
の

境
界

は
、

受
注

者
の

責
任

に
お

い
て

原
形

復
旧

で
き

る
資

料
を

作
成

、
保

存
し

、
調

査
資

料
は

監
督

員
へ

１
部

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

施
工

前
に

、
基

準
点

、
K
B
M
、

縦
横

断
面

及
び

工
事

区
間

内
に

お
け

る
境

界
の

確
認

測
量

を
行

い
、

そ
の

結
果

、
設

計
図

書
と

差
異

が
生

じ
て

い
る

場
合

に
は

監
督

員
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

本
工

事
の

施
工

に
あ

た
っ

て
は

、
三

重
県

発
行

の
「

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

」
（

令
和

２
年

８
月

）
に

準
じ

て
行

う
も

の
と

す
る

。

津
市

工
事

請
負

契
約

約
款

、
図

面
及

び
別

紙
特

記
仕

様
書

（
施

工
条

件
明

示
一

覧
表

）
並

び
に

特
記

事
項

は
、

三
重

県
発

行
の

「
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
」

（
令

和
２

年
８

月
）

に
優

先
す

る
。

本
工

事
は

す
べ

て
設

計
図

書
（

図
面

、
仕

様
書

並
び

に
現

場
説

明
書

及
び

現
場

説
明

に
対

す
る

質
問

解
答

書
を

含
む

）
に

よ
る

ほ
か

、
津

市
契

約
規

則
及

び
津

市
建

設
工

事
執

行
規

則
に

よ
り

執
行

す
る

。

設
計

図
書

に
お

い
て

疑
義

が
生

じ
た

場
合

は
監

督
員

の
指

示
に

よ
る

。

選
任

を
必

要
と

す
る

作
業

に
お

い
て

は
、

作
業

主
任

者
等

を
配

置
し

、
必

要
な

資
格

者
一

覧
を

作
成

す
る

と
と

も
に

免
許

の
写

し
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

工
事

中
の

安
全

確
保

の
た

め
、

労
働

安
全

に
結

び
つ

く
労

働
者

が
保

有
す

る
資

格
者

（
ク

レ
ー

ン
運

転
士

、
玉

掛
作

業
者

な
ど

）
の

一
覧

を
作

成
し

そ
の

資
格

証
の

写
し

を
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

排
水

構
造

物
の

施
工

に
つ

い
て

は
、

常
時

通
水

可
能

な
状

態
を

確
保

し
、

異
常

時
に

は
臨

機
の

措
置

を
講

じ
る

も
の

と
す

る
。

工
事

中
（

養
生

中
を

含
む

）
の

隣
接

家
屋

の
乗

り
入

れ
に

つ
い

て
は

、
所

有
者

と
十

分
に

協
議

の
上

、
必

要
に

応
じ

、
鉄

板
等

に
て

対
応

す
る

も
の

と
す

る
。

他
の
工
事
等
と
重
複
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
施
工
時
期
や
交
通
規
制
等
に
綿
密
な
調
整
を
図
り
、
十
分
な
配
慮
を
も
っ
て
施
工
す
る
も
の
と
す
る
。

本
工
事
の
工
期
は
、
休
日
、
雨
天
の
ほ
か
、
社
会
的
制
約
条
件
に
よ
る
要
因
を
考
慮
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
市
上
下
水
道
事
業
局

令
和
3
年
4
月
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N
o
.2

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区

分
中

区
分

小
区

分
（

条
件

及
び

内
容

）

事
業

損
失

□  

民
地

の
保

全
  

工
事

中
の

安
全

確
保

    □ □     

交
通

安
全

管
理

□ □ □ □

用 地 ・ 補 償 関 係
官

民
若

し
く

は
民

民
の

境
界

を
示

す
も

の
（

杭
、

鋲
、

プ
レ

ー
ト

等
）

が
発

見
さ

れ
た

場
合

は
、

施
工

前
に

監
督

員
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

工
事

に
よ

り
境

界
杭

等
が

破
損

、
亡

失
し

た
場

合
は

、
工

事
完

了
後

復
元

を
行

う
も

の
と

す
る

。
そ

の
際

に
は

、
関

係
者

と
立

会
、

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る

。

受
注

者
の

責
に

お
け

る
金

銭
的

補
償

等
は

、
受

注
者

の
責

任
に

お
い

て
適

切
に

処
理

す
る

も
の

と
す

る
。

補
償

対
象

者
よ

り
領

収
書

、
承

諾
書

等
を

徴
収

し
、

監
督

員
に

報
告

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

そ
の

内
容

に
よ

っ
て

は
、

市
と

受
注

者
が

協
議

し
、

市
が

処
理

す
る

場
合

も
あ

る
。

家
屋

事
前

調
査

は
、

調
査

前
に

対
象

住
民

へ
の

周
知

を
行

い
、

調
査

後
に

工
事

着
手

す
る

も
の

と
す

る
。

地
山

掘
削

・
床

掘
時

は
、

既
設

構
造

物
に

損
傷

が
出

な
い

よ
う

に
、

適
切

な
措

置
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
万

が
一

損
傷

を
与

え
た

場
合

に
は

、
受

注
者

の
責

に
お

い
て

対
処

す
る

も
の

と
す

る
。

工
事

中
は

、
路

面
に

段
差

や
小

構
造

物
等

突
起

物
が

な
い

よ
う

仮
舗

装
等

で
十

分
な

す
り

付
け

を
行

い
、

毎
日

の
作

業
終

了
後

工
事

現
場

内
を

十
分

に
調

べ
、

危
険

な
箇

所
は

そ
の

日
の

う
ち

に
補

修
を

行
う

も
の

と
す

る
。

交
通

誘
導

警
備

員
の

う
ち

１
人

は
有

資
格

者
（

平
成

１
７

年
警

備
業

法
改

正
以

降
の

交
通

誘
導

警
備

業
務

に
か

か
る

１
級

又
は

２
級

検
定

合
格

者
）

ま
た

は
、

交
通

の
誘

導
・

整
理

の
実

務
経

験
３

年
以

上
の

者
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

安 全 対 策
図

示
し

て
あ

る
掘

削
及

び
床

掘
に

つ
い

て
は

、
計

算
用

に
用

い
た

線
で

あ
り

、
施

工
段

階
で

は
各

安
全

法
令

を
遵

守
し

施
工

状
況

、
地

下
水

等
を

考
慮

し
現

場
に

あ
わ

せ
た

勾
配

等
、

対
策

を
講

じ
て

施
工

す
る

も
の

と
す

る
。

施
工

箇
所

に
お

い
て

、
通

学
路

で
あ

っ
た

場
合

は
、

対
象

の
学

校
と

十
分

協
議

を
し

、
工

程
の

調
整

を
図

る
も

の
と

し
、

通
学

者
の

安
全

を
確

保
す

る
も

の
と

す
る

。

工
事

の
施

工
に

伴
っ

て
、

工
事

車
両

の
出

入
口

及
び

交
差

道
路

に
対

し
、

一
般

交
通

の
安

全
誘

導
が

必
要

と
な

る
箇

所
に

は
、

交
通

の
誘

導
・

整
理

を
行

う
者

（
以

下
「

交
通

誘
導

警
備

員
」

と
い

う
）

を
配

置
し

、
公

衆
の

交
通

の
安

全
を

確
保

す
る

も
の

と
す

る
。

受
注

者
は

、
交

通
誘

導
警

備
員

を
雇

用
す

る
に

あ
た

り
、

そ
の

警
備

会
社

と
雇

用
期

間
中

等
労

働
条

件
並

び
に

傷
害

保
険

等
に

関
す

る
契

約
書

を
締

結
し

、
そ

の
契

約
書

（
写

し
）

を
監

督
員

に
提

出
す

る
こ

と
。

ま
た

、
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
者

一
覧

表
（

資
格

・
実

務
経

験
年

数
を

明
示

し
た

も
の

）
及

び
配

置
者

名
の

明
記

さ
れ

た
伝

票
を

監
督

員
へ

提
示

す
る

も
の

と
す

る
（

但
し

、
監

督
員

が
提

出
を

求
め

た
場

合
は

提
出

す
る

も
の

と
す

る
）

。

交
通

誘
導

警
備

員
に

一
日

一
日

の
工

事
（

ど
こ

ま
で

進
入

で
き

る
か

等
）

を
十

分
把

握
さ

せ
、

地
元

車
両

の
出

入
り

等
、

交
通

整
理

に
円

滑
な

処
置

が
と

れ
る

よ
う

に
す

る
も

の
と

す
る

。

工
種

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
に

つ
い

て
、

事
前

に
（

　
　

　
　

警
察

署
）

と
立

会
を

行
い

、
確

認
後

、
施

工
を

行
う

も
の

と
す

る
。

現
場

代
理

人
は

、
豪

雨
、

出
水

、
そ

の
他

の
天

災
に

対
し

て
は

、
平

素
か

ら
気

象
情

報
な

ど
に

つ
い

て
十

分
な

注
意

を
払

い
、

常
に

こ
れ

に
対

処
で

き
る

準
備

を
し

て
お

く
も

の
と

す
る

。

工
種

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
に

つ
い

て
、

施
工

日
の

即
日

開
放

を
原

則
と

す
る

。

現
場

に
て

使
用

す
る

各
種

建
設

機
械

は
、

持
込

者
や

点
検

・
整

備
・

維
持

管
理

状
況

が
把

握
で

き
る

よ
う

、
受

注
者

に
お

い
て

書
類

に
よ

り
整

理
し

、
監

督
員

も
し

く
は

検
査

員
が

求
め

た
際

に
は

提
示

す
る

こ
と

。

現
場

に
お

い
て

設
置

す
る

仮
設

工
は

、
設

置
完

了
時

や
使

用
中

の
点

検
及

び
管

理
に

つ
い

て
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

等
を

活
用

し
て

実
施

・
整

理
し

、
監

督
員

も
し

く
は

検
査

員
が

求
め

た
際

に
は

提
示

す
る

こ
と

。

資
機

材
の

搬
出

入
と

通
行

時
間

は
適

切
な

時
間

帯
に

行
い

、
沿

線
住

民
等

へ
の

周
知

を
図

る
も

の
と

す
る

。
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
、

関
係

自
治

会
等

と
協

議
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
市
上
下
水
道
事
業
局

令
和
3
年
4
月
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N
o
.3

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区

分
中

区
分

小
区

分
（

条
件

及
び

内
容

）

環
境

対
策

    

提
出

書
類

    

部
分

下
請

負
通

知
書

   

受
注

者
は

産
業

廃
棄

物
の

処
理

を
委

託
す

る
際

、
運

搬
に

つ
い

て
は

産
業

廃
棄

物
収

集
運

搬
業

者
等

と
、

処
分

に
つ

い
て

は
産

業
廃

棄
物

処
分

業
者

等
と

、
そ

れ
ぞ

れ
個

別
に

直
接

契
約

し
、

そ
の

契
約

書
（

写
し

）
及

び
収

集
運

搬
業

・
処

分
業

の
許

可
証

（
写

し
）

を
監

督
員

に
提

示
も

し
く

は
提

出
す

る
こ

と
。

環 境 対 策 支 払 い に 関 す る 事 項

前
金

支
払

い
に

関
す

る
事

項

請
負

代
金

の
額

が
1
3
0
万

円
以

上
の

契
約

に
お

い
て

、
受

注
者

が
公

共
工

事
の

前
払

金
保

証
事

業
に

関
す

る
法

律
に

規
定

す
る

保
証

事
業

会
社

の
保

証
を

明
示

し
た

場
合

で
、

市
が

必
要

と
認

め
た

と
き

は
、

契
約

金
額

の
1
0
分

の
4
以

内
で

、
か

つ
当

該
支

出
予

算
の

範
囲

内
で

前
払

い
す

る
も

の
と

す
る

。

工
事

日
誌

に
つ

い
て

は
、

監
督

員
が

指
示

し
た

場
合

、
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。

工
事

完
成

報
告

書
の

提
出

部
数

は
２

部
と

す
る

。

受
注

者
は

、
工

事
に

使
用

す
る

材
料

の
品

質
を

証
明

す
る

資
料

を
受

注
者

の
責

任
と

費
用

負
担

に
お

い
て

整
備

し
、

使
用

前
に

監
督

員
に

提
出

し
、

確
認

を
受

け
る

も
の

と
す

る
。

完
成

写
真

は
、

着
手

前
・

施
工

中
・

完
成

時
に

、
起

点
及

び
終

点
に

お
い

て
必

ず
同

一
方

向
と

な
る

よ
う

に
撮

影
し

、
３

枚
１

組
と

し
て

、
工

事
写

真
帳

の
上

段
・

中
段

・
下

段
に

整
理

し
、

完
成

写
真

と
し

て
提

出
す

る
も

の
と

す
る

。
（

提
出

部
数

 
 
２

部
　

用
紙

サ
イ

ズ
：

Ａ
４

）

受
注

者
は

、
工

事
の

一
部

分
に

お
い

て
下

請
負

さ
せ

る
場

合
は

、
全

て
部

分
下

請
負

通
知

書
を

当
該

下
請

負
業

者
の

施
工

開
始

日
ま

で
に

監
督

員
に

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

部
分

下
請

負
通

知
書

に
は

下
請

負
業

者
（

再
下

請
負

業
者

を
含

む
）

と
の

契
約

書
等

の
写

し
、

下
請

負
業

者
（

再
下

請
負

業
者

を
含

む
）

の
建

設
業

の
許

可
の

写
し

及
び

主
任

技
術

者
等

の
資

格
者

証
の

写
し

等
を

添
付

す
る

も
の

と
す

る
。

な
お

、
建

設
業

に
な

い
下

請
負

の
場

合
、

書
面

上
の

主
任

技
術

者
を

作
業

責
任

者
等

と
読

み
替

え
、

下
請

業
者

に
当

該
業

務
の

資
格

者
証

の
写

し
を

添
付

す
る

も
の

と
す

る
。

※
そ

の
他

材
料

に
関

す
る

資
料

に
つ

い
て

も
原

則
、

全
て

提
出

す
る

も
の

と
す

る
が

、
主

た
る

材
料

以
外

で
使

用
量

が
少

量
の

場
合

は
資

料
の

提
出

に
つ

い
て

監
督

員
と

協
議

で
き

る
も

の
と

す
る

。

特
定

建
設

業
者

で
下

請
負

金
額

の
総

額
が

、
建

設
業

法
第

３
条

第
１

項
第

２
号

の
政

令
で

定
め

る
金

額
以

上
の

場
合

、
受

注
者

は
、

本
工

事
を

つ
か

さ
ど

る
監

理
技

術
者

の
資

格
証

明
書

の
写

し
を

提
出

す
る

も
の

と
す

る
。

・
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
混

合
物

（
事

前
認

定
審

査
を

受
け

た
混

合
物

の
認

定
書

の
写

し
）

、
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

（
製

造
会

社
の

材
料

試
験

結
果

、
配

合
の

決
定

に
関

す
る

確
認

資
料

）
、

購
入

土
、

砕
石

（
新

材
）

等

資 料 作 成

土
粒

子
を

多
量

に
含

み
、

排
水

施
設

等
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
と

考
え

ら
れ

る
放

流
に

つ
い

て
は

、
沈

砂
ま

た
は

濾
過

施
設

を
通

し
て

放
流

す
る

も
の

と
す

る
。

廃
棄

物
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
に

基
づ

き
、

産
業

廃
棄

物
の

排
出

事
業

者
（

受
注

者
）

は
産

業
廃

棄
物

の
処

理
を

委
託

す
る

際
、

適
正

処
理

の
た

め
に

必
要

な
廃

棄
物

情
報

（
成

分
性

状
等

）
を

処
理

業
者

に
提

供
し

、
ま

た
受

注
者

は
、

処
理

に
係

る
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

つ
い

て
、

監
督

員
が

提
示

を
求

め
た

場
合

は
提

示
す

る
も

の
と

す
る

。

現
場

施
工

及
び

、
現

場
外

走
行

時
の

防
塵

対
策

に
つ

い
て

は
、

周
囲

に
粉

塵
等

の
影

響
が

無
い

よ
う

対
策

を
講

じ
、

通
行

及
び

人
家

に
対

し
十

分
配

慮
す

る
こ

と
。

万
が

一
被

害
が

生
じ

た
場

合
は

、
受

注
者

の
責

に
お

い
て

解
決

に
あ

た
る

も
の

と
す

る
。

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
市
上
下
水
道
事
業
局

令
和
3
年
4
月
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N
o
.4

特
　

記
　

仕
　

様
　

書
　

（
共

通
編

）

大
区

分
中

区
分

小
区

分
（

条
件

及
び

内
容

）

名
札

 

注
１

）
用

紙
の

大
き

さ
は

名
刺

サ
イ

ズ
以

上
と

す
る

。

注
２

）
所

属
会

社
の

社
印

と
す

る
。

部
分

使
用

□ □ □

部
分

引
渡

し
□ □

巡
回

 

そ
の

他
□

受
注

者
は

、
監

理
技

術
者

、
監

理
技

術
者

補
佐

、
主

任
技

術
者

（
下

請
負

を
含

む
）

及
び

元
請

負
の

専
門

技
術

者
（

専
任

し
て

い
る

場
合

の
み

）
に

、
工

事
現

場
内

に
お

い
て

、
工

事
名

、
工

期
、

顔
写

真
、

所
属

会
社

名
及

び
社

印
の

入
っ

た
名

札
を

着
用

さ
せ

る
も

の
と

す
る

。

当
工

事
(
修

繕
)
は

、
公

共
工

事
の

品
質

確
保

の
促

進
を

図
る

も
の

と
し

て
、

検
査

課
に

お
い

て
施

工
状

況
の

確
認

等
を

行
う

現
場

パ
ト

ロ
ー

ル
を

行
う

こ
と

が
あ

る
。

＜
名

札
の

例
＞

部
分

引
渡

し
指

定
部

分
（

　
別

途
説

明
書

に
記

載
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

部
分

引
渡

し
時

期
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

部
分

使
用

時
期

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
　

 
　

　
）

部
分

使
用

目
的

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
　

　
　

）

部
分

使
用

箇
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
　

　
　

 
　

　
）

そ の 他

主
任
・
監
理
技
術
者

氏
名

○
○

○
○

工
事
名

○
○
○
○
工
事

工
期

自
○
○
年
○
○
月
○
○
日

至
○
○
年
○
○
月
○
○
日

会
社

○
○
建
設
株
式
会
社

印

写
真

2c
m
×
3c
m

程
度

（
注
）
上
記
条
件
及
び
内
容
の
レ
印
当
該
欄
は
、
工
事
に
お
い
て
制
約
を
受
け
る
事
と
な
る
の
で
明
示
す
る
。

変
更
が
生
じ
た
場
合
及
び
明
示
さ
れ
て
い
な
い
制
約
等
が
発
生
し
た
と
き
は
、
発
注
者
と
別
途
協
議
し
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

別
途
協
議
と
は
、
設
計
・
現
場
説
明
又
は
作
業
打
合
せ
等
に
よ
り
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。

津
市
上
下
水
道
事
業
局

令
和
3
年
4
月
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特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
1

□
別

途
工

事
と

の
工

程
調

整
が

必
要

あ
り

□
調

整
項

目
（

□
資

材
等

の
流

用
□

仮
設

及
び

工
事

用
道

路
等

の
調

整
□

建
設

機
械

等
の

調
整

（
別

途
工

事
名

：
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

施
工

順
序

の
調

整
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
施

工
時

期
、

施
工

時
間

及
び

施
工

方
法

の
制

限
あ

り
□

制
限

す
る

工
種

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

施
工

時
期

及
び

施
工

時
間

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
　

　
　

施
工

方
法

（
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
工

期
□

□
他

機
関

と
の

協
議

が
未

完
了

□
協

議
が

必
要

な
機

関
名

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
　

協
議

完
了

見
込

み
時

期
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
）

□
占

用
物

件
と

の
工

程
調

整
の

必
要

あ
り

□
占

用
物

件
名

（
□

電
気

□
電

話
□

水
道

　
□

ガ
ス

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
用

地
補

償
物

件
の

未
処

理
箇

所
あ

り
□

未
処

理
箇

所
（

□
別

添
図

等
□

№
　

　
　

～
№

　
□

別
途

協
議

　
）

□
完

了
見

込
み

時
期

（
□

令
和

　
　

　
年

　
　

　
月

頃
□

別
途

協
議

　
）

□
仮

設
ヤ

ー
ド

の
有

無
□

仮
設

ヤ
ー

ド
（

□
官

有
地

□
民

有
地

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）
　

　
　

□
仮

設
ヤ

ー
ド

使
用

期
間

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□
仮

設
ヤ

ー
ド

か
ら

の
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

㎞
）

□
使

用
条

件
・

復
旧

方
法

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
施

工
方

法
の

制
限

あ
り

□
制

限
項

目
　

（
□

騒
音

□
振

動
□

水
質

□
粉

じ
ん

□
排

出
ガ

ス
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
）

□
施

工
方

法
等

（
□

指
定

工
法

名
（

　
　

　
　

）
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
施

工
時

期
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
事

業
損

失
防

止
に

関
す

る
調

査
あ

り
□

調
査

項
目

　
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
．

　
　

　
　

□
騒

音
測

定
□

振
動

測
定

□
水

質
調

査
□

近
接

家
屋

の
事

前
・

事
後

調
査

□
地

盤
沈

下
測

定
　

　

□
地

下
水

位
等

の
測

定
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
調

査
方

法
　

（
□

別
途

資
料

　
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
交

通
安

全
施

設
等

の
指

定
あ

り
□

交
通

安
全

施
設

等
の

配
置

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
指

定
路

線
□

指
定

路
線

以
外

□
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
人

員
数

□
概

算
人

数
に

よ
る

算
出

①
交

通
誘

導
警

備
員

の
人

数
は

、
概

算
数

量
と

し
て

い
る

た
め

、
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
。

概
算

延
べ

人
数

：
交

通
誘

導
警
備

員
Ａ

：
人

Ｂ
：

人

 
（

注
：

交
通

誘
導

警
備

員
Ａ

が
配

置
で

き
な

い
場

合
も

変
更

の
対

象
と

す
る

。
）

② ③
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
完

了
後

、
協

議
に

よ
り

定
め

た
実

績
人

数
が

確
認

で
き

る
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。

□
積

上
げ

に
よ

る
算

出

配
置

人
員

数
（

　
 
 
 
人

）
　

（
う

ち
交

通
誘

導
警

備
員

Ａ
（

　
 
 
 
人

）
）

　
　

　
　

（
注

：
配

置
人

員
数

の
変

更
は
原

則
行

わ
な

い
も

の
と

す
る

。
但

し
、

交
通

誘
導

警
備

員
Ａ

が
配

置
で

き
な

い
場

合
は

変
更

の
対

象
と

す
る

。
）

□
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
時

間
（

　
　

　
　

　
　

　
）

□
交

通
誘

導
警

備
員

の
配

置
期

間
（

　
　

　
　

　
　

　
）

□
交

通
誘

導
警

備
員

配
置

の
対

象
工

種
（

　
　

　
　

　
　

　
）

□
近

接
施

設
等

に
対

す
る

制
限

□
既

存
施

設
あ

り

　
・

近
接

公
共

施
設

　
　

　
（

□
鉄

道
□

電
気

□
電

話
□

水
道

□
ガ

ス
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

）
）

　
・

近
接

施
設

（
□

擁
壁

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

ブ
ロ

ッ
ク

塀
□

家
屋

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

）

　
・

現
地

の
状

況
を

適
切

に
把

握
し

て
施
工

を
行

う
こ

と
。

□
工

法
制

限
あ

り

　
・

制
限

を
受

け
る

工
種

　
（

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

　
・

制
限

内
容

　
　

　
　

　
（

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
土

砂
崩

落
・

発
破

作
業

に
対

す
る

防
護

施
設

等
に

指
定

あ
り

□
安

全
防

護
施

設
等

の
配

置
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
保

安
要

員
の

配
置

　
　

　
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

 
現

場
で

の
安

全
確

保
（

自
主

施
工

の
原

則
）

  

□
事

故
速

報
の

提
出

□
受

注
者

は
、

工
事

の
施

工
中

に
事

故
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
直

ち
に

監
督

員
に

連
絡

す
る

と
と

も
に

、
事

故
の

概
要

を
所

定
の

書
面

に
よ

り
速

や
か

に
報

告
す

る
こ

と
。

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
一

般
道

路
（

搬
入

路
）

の
使

用
制

限
あ

り
□

経
路

及
び

使
用

期
間

の
制

限
内

容
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
仮

設
道

路
の

設
置

条
件

あ
り

□
使

用
中

及
び

使
用

後
の

措
置

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

 
　

　
　

　
 
）

□
別

途
協

議
　

）

□
用

地
及

び
構

造
　

　
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
安

全
施

設
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容

工
 
程

 
関

 
係

工
期

は
、

繰
越

手
続

き
が

完
了

後
、

（
　
　

 
　

 
年

　
　

 
　

 
日

）
　

ま
で

に
変

更
し

ま
す

。

用
 
地

 
関

 
係

公
害

対
策

関
係

安
全

対
策

関
係

受
注

者
は

、
工

事
着

手
前

に
配

置
計

画
等
（

配
置

人
員

、
期

間
等

）
を

作
成

し
、

そ
れ

を
基

に
、

監
督

員
と

必
要

と
す

る
交

通
誘

導
警

備
員

の
延

べ
配

置
人

員
を

協
議

す
る

こ
と

。
工

事
着

手
後

、
計

画
を

変
更

す
る

必
要

が
生

じ
た

場
合

は
、

随
時

、
協

議
を

行
い

、
計

画
を

見
直

す
こ

と
。

な
お

、
延

べ
配

置
人

員
の

算
出

は
、

県
が

定
め

る
作

業
日

当
た

り
標

準
作

業
量

等
を

用
い

作
成

す
る

も
の

と
し

、
現

場
条

件
等

に
よ

り
県

の
標

準
作

業
量

等
と

差
が

生
じ

る
場

合
は

、
そ

の
理

由
を

明
確

に
し

た
計

画
を

も
っ

て
協

議
す

る
こ

と
。

ま
た

、
実

績
人

数
の

確
認

方
法

に
つ

い
て

も
合

わ
せ

て
協

議
を

行
う

こ
と

。

受
注

者
は

、
工

事
中

の
適

切
な

安
全

確
保
の

措
置

等
の

一
切

の
手

段
に

つ
い

て
、

自
ら

の
責

任
に

お
い

て
定

め
、

工
事

を
実

施
す

る
こ

と
。

設
計

図
書

に
明

示
さ

れ
た

施
工

条
件

と
工
事

現
場

が
一

致
せ

ず
、

安
全

確
保

の
た

め
に

指
定

仮
設

の
変

更
や

計
上

が
必

要
な

場
合

は
、

監
督

員
と

協
議

を
行

い
指

示
を

受
け

た
後

、
受

注
者

と
し

て
適

切
な

安
全

確
保

の
措

置
を

講
じ

た
う

え
で

、
工

事
を

実
施

す
る

こ
と

。

工
事
用

道
路

関
係

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条

件
及

び
内

容
の

レ
印

当
該

欄
は

、
作

業
に

当
た

っ
て

制
約

を
受

け
る

事
と

な
る

の
で

明
示

す
る

。
　

　
　

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

津
市

上
下

水
道

事
業

局
令

和
3
年

4
月

20



特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
2

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容

□
仮

設
備

の
設

置
条

件
あ

り
□

使
用

期
間

及
び

借
地

条
件

　
　

　
　

（
□

別
添

図
等

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
転

用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
回

）

□
兼

用
あ

り
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
水

替
工

（
締

切
排

水
工

）
□

施
工

条
件

の
指

定
な

し

□
施

工
条

件
の

指
定

あ
り

①
水

替
工

（
締

切
排

水
工

）
の

水
替

日
数

は
、

概
算

数
量

と
し

て
い

る
た

め
、

設
計

変
更

の
対

象
と

す
る

。

概
算

延
べ

水
替

日
数

：
日

② ③
 

水
替

工
（

締
切

排
水

工
）

完
了

後
、

協
議
に

よ
り

定
め

た
実

績
日

数
が

確
認

で
き

る
資

料
を

提
出

す
る

こ
と

。

□
そ

の
他

（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
仮

設
物

の
構

造
及

び
施

工
方

法
の

指
定

□
構

造
及

び
設

計
条

件
　

　
　

　
　

　
（

□
別

添
図

等
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
）

□
別

途
協

議
　

）

□
施

工
方

法
（

　
　

　
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
建

設
発

生
土

受
入

地
の

指
定

あ
り

□
受

入
地

の
条

件
（

□
別

途
図
面

□
㎞

）

□
受

入
料

金
あ

り
□

受
入

料
金

な
し

□
別

途
協

議
□

そ
の

他
（

）
）

□
建

設
発

生
土

受
入

地
未

定
□

□
k
m
、

□
そ

の
他

（
）

）

□
産

業
廃

棄
物

の
処

理
条

件
あ

り
□

産
業

廃
棄

物
の

種
類

　
　

　
（

□
コ

ン
塊

□
ア

ス
塊

□
木

材
□

汚
泥

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

）
）

□
産

業
廃

棄
物

の
処

分
地

　
　

（
□

再
生

処
分

場
（

　
　

　
　

　
）

□
最

終
処

分
場

（
　

　
　

　
　

）
□

別
添

図
書

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途
協

議
　

）

【
注

：
特

段
の

理
由

に
よ

り
処

分
先

や
運
搬

距
離

を
明

示
す

る
場

合
は

そ
の

他
の

項
目

（
　

　
　

　
　

）
に

記
入

の
こ

と
。

】

□
処

分
場

の
受

入
条

件
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
舗

装
切

断
時

の
排

水
処

理

□
舗

装
切

断
時

の
回

収
水

等
の

運
搬

・
処

理
に

つ
い

て
は

、
契

約
後

、
監

督
員

と
協

議
す

る
こ

と
。

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
工

事
支

障
物

件
あ

り
□

支
障

物
件

名
　

（
□

鉄
道

□
電

気
□

電
話

□
水

道
□

ガ
ス

□
有

線
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
移

設
時

期
　

　
（

□
令

和
　

　
　
年

　
　

　
月

　
頃

□
別

途
協

議
）

□
防

護
　

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
□

設
計

条
件

（
　

　
　

　
　

）
工

法
区

分
（

　
　

　
　

　
）

材
料

種
類

（
　

　
　

　
　

）
施

工
範

囲
（

　
　

　
　

　
）

□
削

孔
数

量
（

　
　

　
　

　
）

注
入

量
　

（
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

　
（

　
　

　
　

　
）

□
□

工
法

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

材
料

関
係

（
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□ □
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
再

生
材

使
用

の
指

定
あ

り
□

再
生

材
の

種
類

（
□

再
生

Ａ
s
コ

ン
□

再
生

路
盤

材
□

再
生

ク
ラ

ッ
シ

ャ
ー

ラ
ン

□
道

路
用

盛
土

材
□

再
生

コ
ン

砂
　
）

□
再

生
材

が
使

用
出

来
な

い
場

合
の

措
置

（
□

新
材

に
変

更
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

）
□

別
途

協
議

　
）

□
六

価
ク

ロ
ム

溶
出

試
験

あ
り

（
環

境
告

示
第

4
6
号

溶
出

試
験

）
□

再
生

コ
ン

ク
リ

ー
ト

砂
（

１
購

入
先

当
た
り

１
検

体
の

試
験

を
行

い
、

試
験

報
告

書
に

は
、

使
用

す
る

工
事

名
称

、
所

在
地

を
記

載
す

る
。

）

□
三

重
県

リ
サ

イ
ク

ル
製

品
利

用
推

進
条

例
に

基
づ

く
□

認
定

製
品

の
使

用
に

つ
い

て
 
（

認
定

製
品

の
品

名
：

□
盛

土
材

□
埋

戻
し

材
□

サ
ン

ド
ク

ッ
シ

ョ
ン

材
□

上
層

路
盤

材
□

コ
ン

ク
リ

ー
ト

二
次

製
品

□
グ

レ
ー

チ
ン

グ
□

そ
の

他
（

 
）

）

□
下

記
製

品
を

本
工

事
で

使
用

す
る

場
合

は
、

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例

に
基

づ
く

認
定

製
品

を
使

用
す

る
よ

う
に

努
め

る
。

 
（

認
定

製
品

の
品

名
：

　
間

伐
材

製
工
事

用
バ

リ
ケ

ー
ド

・
看

板
・

標
示

板
 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

仮
設

備
関

係

受
注

者
は

、
工

事
着

手
前

に
計

画
工

程
表
等

（
対

象
工

種
、

期
間

等
）

を
作

成
し

、
そ

れ
を

基
に

、
監

督
員

と
必

要
と

す
る

水
替

日
数

を
協

議
す

る
こ

と
。

工
事

着
手

後
、

計
画

を
変

更
す

る
必

要
が

生
じ

た
場

合
は

、
随

時
、

協
議

を
行

い
、

計
画

を
見

直
す

こ
と

。
な

お
、

水
替

日
数

の
算

出
は

、
県

が
定

め
る

作
業

日
当

た
り

標
準

作
業

量
等

を
用

い
作

成
す

る
も

の
と

し
、

現
場

条
件

等
に

よ
り

県
の

標
準

作
業

量
等

と
差

が
生

じ
る

場
合

は
、

そ
の

理
由

を
明

確
に

し
た

計
画

を
も

っ
て

協
議

す
る

こ
と

。
ま

た
、

実
績

日
数

の
確

認
方

法
に

つ
い

て
も

合
わ

せ
て

協
議

を
行

う
こ

と
。

建
設
発

生
土

・
産

業
廃

棄
物

関
係

運
搬

距
離

（
Ｌ

＝
　

受
入

地
未

定
に

つ
き

別
途

協
議

す
る

。
（

暫
定

運
搬

距
離

Ｌ
＝

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

・
セ

メ
ン

ト
コ

ン
ク

リ
ー
ト

舗
装

の
切

断
時

に
発

生
す

る
排

水
（

泥
水

）
を

河
川

や
側

溝
に

排
水

す
る

こ
と

な
く

排
水

吸
引

機
能

を
有

す
る

切
断

機
械

等
に

よ
り

回
収

す
る

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
回

収
水

等
は

、
産

業
廃

棄
物

と
し

て
取

り
扱

う
も

の
と

し
、

適
正

に
処

理
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
「

適
正

に
処

理
」

す
る

と
は

、
「

廃
棄

物
処

理
及

び
清

掃
に

関
す

る
法

律
」

に
基

づ
き

、
産

業
廃

棄
物

の
排

出
事

業
者

（
受

注
者

）
が

産
業

廃
棄

物
の

処
理

を
委

託
す

る
際

、
適

正
処

理
の

た
め

に
必

要
な

廃
棄

物
情

報
（

成
分

や
性

状
等

）
を

処
理

業
者

に
提

供
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
。

な
お

、
受

注
者

は
、

回
収

水
等

の
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）
に

つ
い

て
、

監
督

員
に

提
示
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

工
 
事

 
支

 
障

物
 
件

 
関

 
係

薬
液

注
入

関
係

薬
液

注
入

工
法

等
の

指
定

あ
り

提
出

書
類

あ
り

注
入

量
の

確
認

、
注

入
の

管
理

及
び

注
入

の
効

果
の

確
認

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

再
生
材

使
用

関
係

三
重

県
リ

サ
イ

ク
ル

製
品

利
用

推
進

条
例
に

基
づ

く
認

定
製

品
を

使
用

す
る

。
た

だ
し

、
認

定
製

品
が

入
手

で
き

な
い

場
合

は
、

監
督

員
と

別
途

協
議

。

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条

件
及

び
内

容
の

レ
印

当
該

欄
は

、
作

業
に

当
た

っ
て

制
約

を
受

け
る

事
と

な
る

の
で

明
示

す
る

。
　

　
　

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

津
市

上
下

水
道

事
業

局
令

和
3
年

4
月

21



特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
3

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容

□
工

事
用

機
材

の
保

管
及

び
仮

置
き

の
必

要
あ

り
□

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
）

期
間

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
）

□
現

場
発

生
品

あ
り

□
品

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
数

量
（

　
　

　
）

保
管

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

そ
の

他
（
　

　
　

　
）

□
支

給
品

あ
り

□
品

名
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）
数

量
（

　
　

　
）

引
渡

場
所

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

時
期

（
令

和
　

　
年

　
　

月
　

　
日

）
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

□
盛

土
材

等
工

事
間

流
用

あ
り

□
運

搬
方

法
（

□
受

注
者

で
運

搬
□

受
注

者
以

外
で

運
搬

□
別

途
協

議
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
）

）

□
引

渡
場

所
（

□
別

添
図

等
□

別
途

協
議

　
□

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

）

数
量

（
　

　
　

　
　

）
運

搬
距

離
（

Ｌ
＝

　
　

 
㎞

）

□
現

場
環

境
改

善
費

適
用

工
事

□
現

場
環

境
改

善
の

内
容

（
率

分
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
現

場
環

境
改

善
の

内
容

（
積

上
）

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
 
）

□
そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

 
適

用
条

件
 

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

（
令

和
２
年

８
月

版
）

を
適

用
（

部
分

改
定

を
行

っ
た

内
容

も
含

む
（

最
新

改
定

：
令

和
３

年
４

月
１

日
）

）
 □

「
土

木
構

造
物

設
計

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

案
）

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

編
」

を
適

用
□

設
計

変
更

を
行

う
際

に
は

、
津

市
設

計
変
更

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

(
平

成
３

１
年

３
月

）
(
一

部
改

正
：

令
和

２
年

４
月

)
を

参
考

と
す

る
。

□ □
「

工
事

監
理

連
絡

会
」

対
象

工
事

に
係

る
特

記
仕

様
書

　
令

和
2
年

8
月

1
日

を
適

用
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

）
※

設
計

図
書

の
照

査
完

了
後

、
実

施
に

つ
い

て
監

督
員

と
協

議
す

る
こ

と
。

□ □ □

□
一

般
監

督
重

点
監

督
の

場
合

　
【

注
：

全
て

の
工

種
に

適
用

し
な

い
場

合
は

、
対

象
工

種
欄

を
チ

ェ
ッ

ク
し

、
対

象
工

種
名

を
記

入
す

る
こ

と
。

】

□
全

て
の

工
種

に
適

用
す

る
。

□
対

象
工

種
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

）

□
重

点
監

督
　

※
こ

れ
以

外
は

、
一

般
監

督
と

す
る

。

□
工

事
完

成
図

書
（

工
事

写
真

含
む

）
□

工
事

完
成

図
書

は
電

子
納

品
と

す
る

。
た
だ

し
、

電
子

化
が

困
難

な
部

分
に

つ
い

て
監

督
員
と

協
議

承
諾

を
得

た
も

の
に

つ
い

て
は

こ
の

限
り

で
は

な
い

。

□
電

子
納

品
対

象
外

電
子

媒
体

の
提

出
部

数
は

、
（

□
２

部
□

（
　

　
　

　
）

部
）

と
す

る
。

□
三

重
県

Ｃ
Ａ

Ｌ
Ｓ

電
子

納
品

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

令
和

２
年

８
月

改
訂

）
を

適
用

□
地

盤
情

報
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
の

登
録

の
必

要
あ

り
□

検
定

及
び

登
録

機
関

（
一

般
財

団
法

人
国
土

地
盤

情
報

セ
ン

タ
ー

（
h
t
t
p
s
:
/
/
n
g
i
c
.
o
r
.
j
p
/
）

）

□
検

定
料

金
の

計
上

（
□

Ａ
検

定
□

Ｂ
検

定
）

（
注

：
受

注
後

、
こ

れ
に

よ
り

難
い

場
合

は
設

計
変

更
の

対
象

と
す

る
。

）

□
産

業
廃

棄
物

税
□

□
コ

リ
ン

ズ
（

C
O
R
I
N
S
）

の
作

成
・

登
録

□
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
に

基
づ

き
、

コ
リ

ン
ズ

（
C
O
R
I
N
S
）

の
作

成
・

登
録

を
行

う
こ

と
。

□
建

設
副

産
物

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

□

□
建

設
発

生
土

情
報

交
換

シ
ス

テ
ム

□

□
下

請
企

業
の

次
数

制
限

□
本

工
事

に
お

け
る

下
請

の
次

数
は

、
２

次
（

建
築

一
式

工
事

は
３

次
）

ま
で

と
す

る
。

上
記

次
数

を
超

え
る

下
請

契
約

を
締

結
す
る

場
合

は
、

下
請

契
約

締
結

前
に

書
面

に
よ

り
発

注
者

の
承

諾
を

得
る

こ
と

。

適
 
用

 
条

 
件

「
受

発
注

者
間

の
協

議
に

お
け

る
回

答
予
定

日
を

明
確

に
す

る
取

組
」

対
象

工
事

に
係

る
特

記
仕

様
書

　
令

和
2
年

8
月

1
日

を

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

 
1
-
1
-
1
-2
 
第

2
2
項

中
「

電
子

メ
ー

ル
な

ど
の

署
名

ま
た

は
押

印
が

不
要

な
手

段
に

よ
り

」
と

あ
る

の
は

「
電

子
メ

ー
ル

な
ど

に
よ

り
」

と
、

第
2
6
項

「
書

面
と

は
、

手
書

き
、

印
刷

物
等

に
よ

る
工

事
打

合
せ

簿
等

の
工

事
帳

票
を

い
い

、
発

行
年

月
日

を
記

載
し

、
署

名
ま

た
は

押
印

し
た

も
の

を
有

効
と

す
る

。
た

だ
し

、
情

報
共

有
シ

ス
テ

ム
を

用
い

て
作

成
さ

れ
、

指
示

、
承

諾
、

協
議

、
提

出
、

報
告

、
通

知
が

行
わ

れ
た

工
事

帳
票

に
つ

い
て

は
、

署
名

ま
た

は
押

印
が

な
く

て
も

有
効

と
す

る
。

」
と

あ
る

の
は

「
書

面
と

は
、

工
事

打
合

せ
簿

等
の

工
事

帳
票

を
い

い
、

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

を
用

い
て

作
成

さ
れ

、
指

示
、

承
諾

、
協

議
、

提
出

、
報

告
、

通
知

が
行

わ
れ

た
も

の
を

有
効

と
す

る
。

た
だ

し
、

情
報

共
有

シ
ス

テ
ム

を
用

い
な
い

場
合

は
、

発
行

年
月

日
を

記
載

し
、

記
名

（
署

名
ま

た
は

押
印

を
含

む
）

し
た

も
の

も
有

効
と

す
る

。
」

と
読

み
替

え
る

も
の

と
す

る
。

適
用

（
三

重
県

H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業
情

報
」

を
参

照
）

そ
　

の
　

他

監
督

の
区

分
共

通
仕

様
書

第
3
編
3
-
1
-
1
-
6

第
6
項
、

第
1
0
項

に
規

定
す

る
表

3
-1
-
1
(
1
)
、

表
3
-
1
-
1
(
2
)

（
た

だ
し

、
低

入
札

価
格

調
査

制
度

の
調

査
対

象
工

事
と

な
っ

た
場

合
は

、
全

て
の

工
種

を
重

点
監

督
と

す
る

。
）

電
 
子

 
納

 
品

支
援

技
術

者
１

．
本

工
事

は
現

場
に

お
け

る
現

場
技

術
業

務
を

〔
例

示
－

（
公

財
）

三
重

県
建

設
技

術
セ

ン
タ

ー
〕

に
委

託
し

て
い

る
の

で
、

そ
の

支
援

技
術

者
が

監
督

員
　

に
代

わ
っ

て
施

工
体

制
点

検
、

現
場

で
立

会
、

観
察

又
は

検
測

を
行

う
際

は
、

そ
の

業
務

に
協

力
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
ま

た
、

書
類

（
施

工
体

制
台

帳
　

、
計

画
書

、
報

告
書

、
デ

ー
タ

、
図

面
等

）
の

審
査

に
関

し
説

明
を

求
め

ら
れ

た
場

合
は

、
説

明
に

応
じ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
た

だ
し

、
支

援
技

術
者

は
　

、
工

事
請

負
契

約
書

第
９

条
に

規
定

す
る

監
督

員
で

は
な

く
、

指
示

、
承

諾
、

協
議

、
検

査
の

適
否

の
判

定
等

を
行

う
権

限
は

有
し

な
い

も
の

で
あ

る
。

２
．

監
督

員
か

ら
受

注
者

に
対

す
る

指
示
又

は
通

知
等

を
支

援
技

術
者

を
通

じ
て

行
う

場
合

に
は

、
監

督
員

か
ら

直
接

、
指

示
又

は
通

知
が

あ
っ

た
も

の
と

み
 
な

す
。

３
．

監
督

員
の

指
示

に
よ

り
受

注
者

が
監
督

員
に

対
し

て
行

う
報

告
又

は
通

知
は

、
支

援
技

術
者

を
通

じ
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

。
４

．
本

工
事

を
担

当
す

る
支

援
技

術
者

の
氏

名
は

右
記

の
通

り
で

あ
る

。
　

支
援

技
術

者
：

電
子

メ
ー

ル
を

活
用

し
た

情
報

共
有

に
お
け

る
実

施
要

領
 
令

和
3
年

4
月

を
適

用
（

三
重

県
H
P
「

三
重

県
の

公
共

事
業

情
報

」
を

参
照

 
 
）

デ
ジ

タ
ル

工
事

写
真

の
電

子
小

黒
板

を
使
用

す
る

場
合

は
予

め
工

事
打

合
簿

に
て

監
督

員
に

報
告

を
行

う
こ

と
。

ま
た

、
三

重
県

デ
ジ

タ
ル

工
事

写
真

の
小

黒
板

情
報

電
子

化
に

係
る

特
記

仕
様

書
に

準
拠

す
る

こ
と

地
質

調
査

の
電

子
成

果
品

等

産
業

廃
棄

物
税

本
工

事
に

は
産

業
廃

棄
物

税
相

当
分

が
計
上

さ
れ

て
い

な
い

た
め

、
受

注
者

が
課

税
対

象
と

な
っ

た
場

合
に

は
完

成
年

度
の

翌
年

度
の

4
月

1
日

か
ら

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
別

に
定

め
る
様

式
に

産
業

廃
棄

物
税

納
税

証
明

書
等

を
添

付
し

て
当

該
工

事
の

発
注

者
に

対
し

て
支

払
請

求
を

行
う

こ
と

。
な

お
、

こ
の

期
間

を
超

え
て

請
求

す
る

こ
と

は
で

き
な

い
。

ま
た

、
設

計
数

量
を

超
え

て
請

求
す

る
こ

と
は

で
き

な
い

。

コ
リ

ン
ズ

作
成

・
登

録

建
設
副

産
物

・
建

設
発

生
土
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き
、

建
設

副
産

物
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム
に

デ
ー

タ
を

入
力

す
る

こ
と

。

三
重

県
公

共
工

事
共

通
仕

様
書

に
基

づ
き
、

建
設

発
生

土
情

報
交

換
シ

ス
テ

ム
の

デ
ー

タ
更

新
を

行
う

こ
と

。

下
請

関
係

下
請

企
業

次
数

制
限

　

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条

件
及

び
内

容
の

レ
印

当
該

欄
は

、
作

業
に

当
た

っ
て

制
約

を
受

け
る

事
と

な
る

の
で

明
示

す
る

。
　

　
　

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

津
市

上
下

水
道

事
業

局
令

和
3
年

4
月

22



特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
4

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容

□
特

例
監

理
技

術
者

の
設

置
□

 
下

請
契

約
又

は
再

委
託

に
お

い
て

市
内

本
店

事
業

者
の

活
用

 

 
 

 
建

設
機

械
、

機
器

等
の

借
入

れ
 

 
使

用
人

等
に

お
い

て
市

民
の

活
用

 
業

務
従

事
者

等
の

使
用

人
等

が
必

要
と

な
る

場
合

は
、

使
用

人
等

に
市

民
を

活
用

す
る

よ
う

配
慮

す
る

こ
と

。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

２
　

入
札

参
加

資
格

者
等

及
び

受
注

者
等
に

対
す

る
措

置

　
 

　
入

札
参

加
資

格
等

又
は

そ
の

役
員

等
が
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
と

き
、

暴
力

団
等

と
密

接
な

関
係

を
有

し
て

い
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

な
ど

は
、

当
該

入
札

資
格

者
等

に
対

し
、

津
市

建
設
工

事
等

指
名

停
止

基
準

に
基

づ
く

指
名

停
止

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

　
 

　
上

記
１

受
注

者
の

義
務

に
違

反
し

た
受
注

者
等

に
対

し
て

も
、

指
名

停
止

措
置

を
講

ず
る

も
の

と
す

る
。

３
　

契
約

等
の

解
除

　
 

　
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
と

き
な

ど
に
よ

り
指

名
停

止
措

置
が

講
じ

ら
れ

た
入

札
参

加
資

格
者

等
と

の
契

約
等

に
つ

い
て

は
、

こ
れ

を
解

除
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
 

　
契

約
の

相
手

方
及

び
下

請
負

人
等

（
以
下

「
受

注
者

等
」

と
い

う
。

）
は

、
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
下

請
負

人
等

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

。

　
 

　
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
資

材
販

売
業
者

か
ら

資
材

等
を

購
入

し
て

は
な

ら
な

い
。

　
 

　
暴

力
団

等
と

認
め

ら
れ

る
廃

棄
物

処
理
業

者
が

有
す

る
廃

棄
物

処
理

施
設

及
び

廃
棄

物
処

理
業

者
等

を
使

用
し

て
は

な
ら

な
い

。

　
 

　
本

市
と

締
結

し
た

契
約

等
の

履
行

に
当
た

り
、

受
注

者
等

が
暴

力
団

等
に

よ
る

不
当

介
入

を
受

け
た

と
き

は
、

断
固

と
し

て
こ

れ
を

拒
否

し
、

直
ち

に
発

注
者

に
文

書
に

て
報

告
す

る
と

と
も
に

所
管

の
警

察
署

に
通

報
し

捜
査

上
必

要
な

協
力

を
行

う
こ

と
。

　
 

　
捜

査
上

必
要

な
協

力
を

行
っ

た
と

き
は
、

速
や

か
に

発
注

者
に

文
書

に
て

そ
の

内
容

を
報

告
す

る
こ

と
。

　
 

　
受

注
者

等
が

不
当

介
入

を
受

け
た

こ
と
を

理
由

に
契

約
期

間
の

延
長

等
が

必
要

と
な

っ
た

と
き

は
、

発
注

者
に

契
約

金
の

延
長

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。

法
定
福

利
費

の
負

担
法

定
福

利
費

を
明

記
し

た
標

準
見

積
書

の
活

用
法

定
福

利
費

は
事

業
主

が
負

担
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

社
会

保
険

料
で

あ
り

、
元

請
負

人
及

び
下

請
負

人
は

見
積

時
に

法
定

福
利

費
を

必
要

経
費

と
し

て
適

正
に

確
保

す
る

必
要

が
あ

り
ま

す
。
元

請
負

人
は

標
準

見
積

書
の

活
用

等
に

よ
る

法
定

福
利

費
相

当
額

を
内

訳
明

示
し
た

見
積

書
の

提
出

を
下

請
人

に
働

き
か

け
る

こ
と

。
ま

た
、

二
次

下
請

以
降

に
つ

い
て

も
同

様
に

標
準

見
積

書
の

活
用

に
努

め
る

こ
と

。
（

津
市

Ｈ
Ｐ

「
仕

事
・

産
業

－
入

札
・

契
約

－
工

事
・

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
関

係
－

調
達

契
約

課
か

ら
の

お
知

ら
せ

（
工

事
・

コ
ン

サ
ル

）
」

を
参

照
）

暴
力
団

等
の

不
当

介
入

の
排

除
等

暴
力

団
等

の
不

当
介

入
の

排
除

等
に

関
す

る
特

記
締

結
す

る
契

約
等

か
ら

暴
力

団
、

暴
力

団
関

係
者

、
暴

力
団

関
係

者
法

人
等

（
以

下
「

暴
力

団
等

」
と

い
う

。
）

の
不

当
加

入
を

排
除

し
、

契
約

等
の

適
正

な
履

行
を

確
保

す
た

め
必

要
な

事
項
を

定
め

る
。

１
　

受
注

者
の

義
務

４
　

労
働

者
が

条
例

第
９

条
第

１
項

の
規
定

に
よ

る
申

出
を

し
た

こ
と

を
理

由
に

、
当

該
労

働
者

に
対

し
、

解
雇

そ
の

他
の

不
利

益
な

取
扱

い
を

し
な

い
こ

と
。

５
　

労
働

者
に

対
し

、
条

例
の

内
容

に
つ
い

て
周

知
を

行
う

こ
と

。

７
　

市
長

等
が

行
う

施
策

に
協

力
す

る
こ
と

。

社
会
保

険
等

未
加

入
対

策
社

会
保

険
等

未
加

入
対

策
（

健
康

保
険

、
厚

生
年

金
保

険
及

び
雇

用
保

険
）

適
用

除
外

で
な

い
に

も
関

わ
ら

ず
社

会
保
険

等
に

未
加

入
で

あ
る

建
設

業
者

を
下

請
負

人
と

し
て

は
な

ら
な

い
。

受
注

者
は

、
施

工
体

制
台

帳
・

再
下

請
負
通

知
書

の
「

健
康

保
険

等
の

加
入

状
況

」
欄

に
よ

り
下

請
業

者
が

社
会

保
険

等
に

加
入

し
て

い
る

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
こ

と
。

ま
た

、
発

注
者

が
加
入

状
況

を
証

明
す

る
書

類
の

提
出

又
は

提
示

を
求

め
た

場
合

、
速

や
か

に
対

応
す
る

こ
と

。

６
　

労
働

者
の

賃
金

水
準

の
引

上
げ

に
関
す

る
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
場

合
は

、
下

請
契

約
等

の
請

負
契

約
金

額
の

見
直

し
、

労
働

者
の

賃
金

の
引

上
げ

等
に

つ
い

て
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

。

　
 

　
特

定
公

契
約

に
あ

っ
て

は
、

別
紙

誓
約
事

項
に

違
反

し
た

と
き

。

労
働

環
境

の
確

保
に

係
る

誓
約

事
項

津
市

公
契

約
条

例
（

以
下

「
条

例
」

と
い
う

。
）

第
６

条
の

規
定

に
よ

り
、

下
記

事
項

に
つ

い
て

了
承

し
、

遵
守

す
る

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
ま

た
、

誓
約

内
容

に
違

反
が

あ
っ

た
場

合
等

に
お
け

る
関

係
機

関
へ

の
通

報
、

指
名

停
止

、
契

約
解

除
及

び
違

約
金

徴
収

に
つ

い
て

異
議

は
あ

り
ま

せ
ん

。

１
　

津
市

公
契

約
条

例
施

行
規

則
第

８
条
に

掲
げ

る
関

係
法

令
（

次
項

に
お

い
て

単
に

「
関

係
法

令
」

と
い

う
。

）
を

遵
守

す
る

こ
と

。
２

　
関

係
法

令
に

違
反

し
関

係
機

関
か

ら
是

正
勧

告
等

が
あ

っ
た

場
合

は
、

津
市

長
又

は
津

市
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「

市
長

等
」

と
い

う
。

）
へ

報
告

す
る

こ
と

。

　
 

　
条

例
第

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

る
報
告

を
怠

り
、

又
は

虚
偽

の
報

告
を

し
た

と
き

。

　
 

　
 

か
ら

 
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か
、

条
例

の
規

定
に

違
反

し
た

と
き

。

　
 

　
関

係
法

令
及

び
条

例
の

規
定

を
遵

守
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
 

　
受

注
者

等
は

、
労

働
者

の
適

正
な

労
働
環

境
の

確
保

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
 

　
受

注
者

等
は

、
労

働
者

と
対

等
な

労
使
関

係
を

構
築

す
る

と
と

も
に

、
下

請
契

約
等

を
締

結
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
下

請
契

約
等

の
相

手
方

と
対

等
な

立
場

に
お

け
る

合
意

に
基

づ
い

た
適
正

な
契

約
を

行
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

　
 

　
受

注
者

等
は

、
下

請
契

約
等

の
相

手
方
を

選
定

す
る

と
き

、
又

は
資

材
等

を
調

達
す

る
と

き
は

、
地

域
経

済
の

発
展

に
配

慮
し

、
本

市
の

区
域

内
に

主
た

る
事

務
所

を
有

す
る

事
業

者
又

は
本
市

の
区

域
内

で
生

産
さ

れ
た

資
材

等
を

活
用

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

　
 

　
受

注
者

等
は

、
公

契
約

に
携

わ
る

者
と
し

て
、

社
会

的
な

責
任

を
自

覚
し

、
公

契
約

を
適

正
に

履
行

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

　
 

　
受

注
者

等
は

、
条

例
第

７
条

第
１

項
の
規

定
に

基
づ

き
市

長
又

は
上

下
水

道
事

業
管

理
者

（
以

下
「

市
長

等
」

と
い

う
。

）
が

行
う

報
告

の
求

め
及

び
立

入
検

査
そ

の
他

本
市

が
実

施
す

る
公
契

約
に

関
す

る
施

策
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

３
　

条
例

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
る
報

告
の

求
め

及
び

立
入

検
査

に
対

し
、

誠
実

に
対

応
す

る
こ

と
。

特
例
監

理
技

術
者

の
設

置

本
工

事
は

、
建

設
業

法
第

２
６

条
第

３
項
た

だ
し

書
の

規
定

（
監

理
技

術
者

（
特

例
監

理
技

術
者

）
の

配
置

）
を

適
用

す
る

。

配
慮
依

頼
事

項
下

請
契

約
又

は
再

委
託

（
一

次
下

請
以

降
の

す
べ

て
の

下
請

負
人

又
は

再
委

託
者

含
む

。
）

が
認

め
ら

れ
た

契
約

に
あ

っ
て

は
、

下
請

契
約

又
は

再
委

託
等

に
お

い
て

市
内

本
店

事
業

者
を

活
用

す
る

こ
と

に
配

慮
す

る
こ

と
。

資
材

、
原

材
料

の
市

内
本

店
事

業
者

か
ら

の
調

達
及

び
地

元
製

品
の

使
用

資
材

、
原

材
料

等
の

調
達

が
必

要
と

な
る
場

合
は

、
市

内
本

店
事

業
者

か
ら

調
達

す
る

こ
と

及
び

地
元

製
品

、
地

元
生

産
品

を
使

用
す

る
こ

と
に

配
慮

す
る

こ
と

。

建
設

機
械

、
機

器
等

の
借

入
れ

が
必

要
と
な

る
場

合
は

、
市

内
本

店
事

業
者

か
ら

借
入

れ
す

る
こ

と
に

配
慮

す
る

こ
と

。

津
市
公

契
約

条
例

津
市

公
契

約
条

例
に

関
す

る
特

記
締

結
す

る
公

契
約

に
お

い
て

、
労

働
者

の
労

働
環

境
の

確
保

、
優

良
な

事
業

者
の

育
成

及
び

地
域

経
済

の
健

全
な

発
展

を
図

る
た

め
必

要
な

事
項

を
定

め
る

。

１
　

受
注

者
の

責
務

２
　

公
契

約
の

解
除

等
　

市
長

等
は

、
受

注
者

等
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

当
該

公
契

約
の

解
除

、
受

注
者

等
の

指
名

停
止

等
必

要
な

措
置

を
採

る
こ

と
が

で
き

る
。

　
 

　
条

例
第

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
報
告

を
怠

り
、

若
し

く
は

虚
偽

の
報

告
を

し
、

又
は

同
項

の
規

定
に

よ
る

立
入

検
査

を
拒

み
、

妨
げ

、
若

し
く

は
忌

避
し

、
若

し
く

は
質

問
に

対
し

て
応
答

せ
ず

、
若

し
く

は
虚

偽
の

回
答

を
し

た
と

き
。

　
 

　
条

例
第

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

る
命
令

に
従

わ
な

い
と

き
。

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条

件
及

び
内

容
の

レ
印

当
該

欄
は

、
作

業
に

当
た

っ
て

制
約

を
受

け
る

事
と

な
る

の
で

明
示

す
る

。
　

　
　

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

津
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特
記

仕
様

書
（

施
工

条
件

明
示

一
覧

表
）

№
5

明
　
示

　
項

　
目

明
　

　
示

　
　

事
　

　
項

条
　

　
　

件
　

　
　

及
　

　
　

び
　

　
　

内
　

　
　

容

 
 

□
□

そ
の
他

□
そ

の
他

□

.
.

そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
）

４
　

感
染

拡
大

防
止

対
策

を
実

施
す

る
た
め

に
追

加
で

費
用

を
要

す
る

場
合

は
、

設
計

変
更

の
対

象
と

す
る

た
め

、
監

督
員

と
協

議
を

行
う

こ
と

。
た

だ
し

、
感

染
防

止
対

策
に

つ
い

て
施

工
計

画
書

に
記

載
し

た
上

で
履

行
す

る
こ

と
を

前
提

と
す

る
。

７
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影
響

に
伴

い
、

受
注

者
又

は
発

注
者

は
、

施
工

条
件

、
施

工
方

法
等

に
変

更
の

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
津

市
工

事
請

負
契

約
約

款
第

１
９

条
（

設
計

図
書

の
変

更
）

の
規

定
に

基
づ

き
、

発
注

者
及

び
受

注
者

が
協

議
し

て
、

こ
れ

を
定

め
る

も
の

と
し

ま
す

。
こ

の
場

合
に

お
い

て
必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

は
、

工
期

若
し

く
は

請
負

代
金

額
の

変
更

の
対

象
と

す
る

も
の

と
す

る
。

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防
止

措
置

等
に

つ
い

て
は

、
以

下
に

よ
り

徹
底

を
図

る
も

の
と

す
る

。

１
 
 
工

事
の

円
滑

な
施

工
確

保
を

図
る

観
点

か
ら

、
本

工
事

の
現

場
等

の
み

な
ら

ず
関

係
す

る
会

社
・

事
務

所
等

も
含

め
、

現
場

状
況

な
ど

を
勘

案
し

つ
つ

、
ア

ル
コ

ー
ル

消
毒

液
の

設
置

や
不

特
定

の
者

が
触

れ
る

箇
所

の
定

期
的

な
消

毒
、

手
洗

い
・

う
が

い
な

ど
、

感
染

予
防

の
対

応
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
す

べ
て

の
作

業
従

事
者

等
の

健
康

管
理

に
留

意
す

る
こ

と
。

ワ
ン

デ
ー

レ
ス

ポ
ン

ス
の

実
施

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

に
関

す
る

特
記

新
型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

感
染
症

の
拡

大
防

止
措

置
等

ワ
ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

３
　

工
事

等
の

関
係

者
が

「
特

定
警

戒
都
道

府
県

」
か

ら
作

業
等

に
従

事
す

る
必

要
が

あ
る

場
合

は
、

受
発

注
者

で
協

議
を

行
い

、
感

染
拡

大
防

止
の

た
め

の
適

切
な

対
応

を
と

る
こ

と
。

６
　

作
業

従
事

者
等

が
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
感

染
症

の
感

染
者

及
び

濃
厚

接
触

者
（

以
下

「
感

染
者

等
」

と
い

う
。

）
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
監

督
員

に
報

告
す

る
こ

と
。

ま
た

、
保

健
所

等
の

指
導

に
従

い
、

感
染

者
等

の
自

宅
待

機
な

ど
の

適
切

な
措

置
を

講
じ

る
こ

と
。

な
お

、
感

染
者

等
で

あ
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
は

、
本

工
事

の
み

な
ら

ず
、

受
注

者
が

本
市

と
契

約
中

の
全

て
の

工
事

に
つ

い
て

、
一

時
中

止
の

措
置

を
行

う
場

合
が

あ
る

。

１
 
 
こ

の
工

事
は

、
ワ

ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

実
施

対
象

工
事

で
あ

る
。

「
ワ

ン
デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

」
と

は
受

注
者
か

ら
の

質
問

、
協

議
等

に
対

し
、

発
注

者
は

、
基

本
的

に
「

そ
の

日
の

う
ち

」
に

回
答

す
る

よ
う

対
応

す
る

こ
と

で
あ

る
。

た
だ

し
、

即
日

回
答

が
困

難
な

場
合

は
、
い

つ
ま

で
に

回
答

が
必

要
な

の
か

を
受

注
者

と
協

議
の

う
え

、
回

答
期

限
を

設
け

る
な

ど
、

何
ら

か
の

回
答

を
「

そ
の

日
の

う
ち

」
に

す
る

こ
と

と
す

る
。

　
　

な
お

、
質

問
・

協
議

等
に

あ
た

っ
て
は

、
詳

細
な

状
況

資
料

等
を

添
え

る
も

の
と

し
、

内
容

に
よ

っ
て

は
、

根
拠

資
料

を
揃

え
た

提
案

を
含

む
も

の
と

す
る

。

２
 
 
受

注
者

は
計

画
工

程
表

の
提

出
に

あ
た

っ
て

、
作

業
間

の
関

連
把

握
や

工
事

の
進

捗
状

況
等

を
把

握
で

き
る

工
程

管
理

方
法

に
つ

い
て

、
監

督
職

員
と

協
議

を
お

こ
な

う
こ

と
。

３
 
 
受

注
者

は
三

重
県

公
共

工
事

共
通

仕
様

書
「

１
－

１
－

３
設

計
図

書
の

照
査

等
」

に
基

づ
き

、
適

切
に

設
計

図
書

の
照

査
を

実
施

す
る

こ
と

。

４
 
 
受

注
者

は
工

事
施

工
中

に
お

い
て

、
問

題
が

発
生

し
た

場
合

及
び

計
画

工
程

と
実

施
工

程
を

比
較

照
査

し
、

差
異

が
生

じ
た

場
合

は
速

や
か

に
文

書
に

て
監

督
職

員
へ

報
告

す
る

こ
と

。

５
 
 
発

注
者

が
効

果
・

課
題

等
を

把
握

す
る

た
め

ア
ン

ケ
ー

ト
等

の
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

調
査

を
実

施
す

る
場

合
、

受
注

者
は

協
力

す
る

こ
と

。

５
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
感
染

拡
大

防
止

の
た

め
、

「
工

事
の

一
時

中
止

や
工

期
の

延
長

」
が

必
要

な
場

合
に

は
、

監
督

員
と

協
議

を
行

う
こ

と
。

２
　

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

に
つ
い

て
は

、
特

に
、

①
密

閉
空

間
、

②
密

集
場

所
、

③
密

接
場

面
と

い
う

３
つ

の
条

件
（

以
下

「
三

つ
の

密
」

と
い

う
。

）
が

同
時

に
重

な
る

場
で

は
、

感
染

を
拡

大
す

る
リ

ス
ク

が
高

い
こ

と
か

ら
、

建
設

現
場

等
に

お
け

る
朝

礼
・

点
呼

や
現

場
事

務
所

等
に

お
け

る
各

種
の

打
合

せ
、

更
衣

室
等

に
お

け
る

着
替

え
や

詰
め

所
等

で
の

食
事

・
休

憩
な

ど
、

元
請

事
業

者
を

は
じ

め
、

下
請

事
業

者
等

の
多

人
数

が
集

ま
る

場
面

や
密

室
・

密
閉

空
間

に
お

け
る

作
業

な
ど

に
お

い
て

は
、

他
の

作
業

従
事

者
と

一
定

の
距

離
を

保
つ

こ
と

や
作

業
場

所
の

換
気

の
励

行
な

ど
、

三
つ

の
密

の
回

避
や

影
響

を
緩

和
す

る
た

め
の

対
策

に
万

全
を

期
す

こ
と

。

（
注

）
上

記
受
託

業
務

事
項

・
条

件
及

び
内

容
の

レ
印

当
該

欄
は

、
作

業
に

当
た

っ
て

制
約

を
受

け
る

事
と

な
る

の
で

明
示

す
る

。
　

　
　

明
示

事
項

に
変

更
が

生
じ

た
場

合
及

び
明

示
さ

れ
て

い
な

い
制

約
等

が
発

生
し

た
と

き
は

、
発

注
者

と
別

途
協

議
し

適
切

な
措

置
を

講
ず

る
も

の
と

す
る

。
　

　
　

別
途

協
議

と
は

、
設

計
・

現
場

説
明

又
は

作
業

打
合

せ
等

に
よ

り
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
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